
1　重要な会計方針

(1)　有形固定資産等の評価基準及び評価方法

①　有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　ア　昭和59年度以前に取得したもの･････････････････････再調達原価
　　ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額1円としています。
　イ　昭和60年度以後に取得したもの
　　取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
　　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
②　無形固定資産･･････････････････････････････原則として取得原価
　　ただし、取得原価が不明なものは、再調達原価としています。
　なお、一部の連結対象団体（地方独立行政法人、一般財団法人、地方三公社、株式会社等）においては、原則、
取得原価としています。

(2)　有価証券等の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法）
　　ただし、一部の連結対象団体においては、利息法によっています。
②　満期保有目的以外の有価証券
　ア　市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （売却原価は移動平均法により算定。）
　　　ただし、一部の連結対象団体においては、総平均法によっています。
　イ　市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法））
　　　ただし、一部の連結対象団体においては、利息法によっています。
③　出資金
　ア　市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （売却原価は移動平均法により算定）
　　　ただし、一部の連結対象団体においては、総平均法によっています。
　イ　市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

(3)　有形固定資産等の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　　　建物　　 6年～60年
　　　　工作物　 5年～80年
　　　　物品 　　4年～90年
　　ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。
②　無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　（ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）
③　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1
件あたりのリース料総額が300万円以下のファイ
　ナンス・リース取引を除きます。）
　　　･･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4)　引当金の計上基準及び算定方法

注記
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